
　　　　　　　主　　　文
　昭和四一年八月五日執行された＜地名略＞議会議員選挙において、その選挙の効
力に関し申立てられた異議申立を棄却する旨の＜地名略＞選挙管理委員会の決定に
対する審査の申立に対し、被告が昭和四二年一一月二五日付をもつてこれを棄却し
た裁決を取消す。
　右選挙を無効とする。
　訴訟費用は被告の負担とする。
　　　　　　　事　　　実
第一　当事者の申立
一　原告ら
１　主たる請求の趣旨
　主文と同旨の判決。
２　予備的申立の趣旨
　主文記載の選挙において、その当選の効力に関し申立てられた異議申立を棄却す
る旨の＜地名略＞選挙管理委員会の決定に対する審査の申立に対し、被告が昭和四
二年一一月二五日付をもつてこれを棄却した裁決を取消す。
　右選挙における当選人Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌの各当
選を無効とする。
　訴訟費用は被告の負担とする。
二　被告
　原告らの請求を棄却する。
　訴訟費用は原告らの負担とする。
第二　請求の原因
一　原告らは、昭和四一年八月五日執行された＜地名略＞議会議員選挙（以下単に
本件の選挙とい）における選挙人であるが、同町議会議員定数は一六名であるとこ
ろ、原告らを含む左記一九名がこれに立候補し、投票の結果右一九名の得票数は左
記のとおりであり、得票上位一六名が当選者と決定せられた。
Ｍ（三〇八票）Ｎ（二九七票）Ｏ（二四四票）Ｐ（二四一票）Ａ（二三七票）Ｂ
（二二五票）Ｃ（二二三票）Ｄ（二二二票）Ｅ（二一五票）Ｆ（二一五票）Ｇ（二
一四票）Ｈ（二〇〇票）Ｉ（二〇〇票）Ｊ（一八六票）Ｋ（一八五票）Ｌ（一七七
票）以上一六名当選。
原告Ｑ（一二七票）原告Ｒ（九四票）Ｓ（五五票）以上三名落選。
二　しかしながら、本件選挙には次のとおり不在者投票の管理執行に違法がある。
すなわち、　不在者投票制度は、公職選挙法（以下単に法という）四四条一項の
「選挙人は、選挙の当日、自ら投票所に行き………投票しなければならない。」と
いう原則に対する例外であり、同制度の管理執行の如何によつては選挙の公正を著
しく阻害するおそれがあるから、法四九条所定の不在事由の認定に際しては、とり
わけ慎重さが要求されるべきであり、右不在事由の証明は公職選挙法施行令（以下
単に令という）五二条一項により一定の証明書の提出によつてなされねばならず、
同条三項により疎明をもつて許される場合は、右証明書を提出できない正当の事由
の存在をも疎明しなければならないのである。
　しかるに、本件選挙における不在者投票総数一三六票のうち一一二件について
は、右不在事由の証明書の提出がなく、疎明書の提出によつて不在事由の認定がな
されたのであるが、その疎明書の記載によると、不在事由については、その大部分
が「病気のために病院へ行く」あるいは「付添のため」等極めて薄弱なもので、法
四九条各号の事由に該当するとは到底考えられないばかりでなく、そのほとんどは
証明書を提出できない正当な事由についての疎明が記載されていない。
　もつとも、右不在事由および右証明書を提出できない正当事由は、その詳細を疎
明書に記載させなくてもよいけれども、口頭で説明を受けた場合少くともその要旨
を疎明書に選挙人自ら記載させるか、選管職員においてこれを記載しておかなけれ
ば違法であるというべきである。右各事由の存在は、証拠的には結局疎明書の記載
によつて判断する以外に途がないのであるから、その要旨すら記載されていないと
きは、結局その疎明がないといわざるをえないのである。のみならず、右一一二件
の不在事由の大半は、法四九条二号の事由に該当し、令五二条一項二号によればそ
れら事由の証明は＜地名略＞長の証明書で事足りるものであるところ、右証明書は
本件不在者投票所である＜地名略＞選挙管理委員会（以下単に町選管という）と同
一場所の同町役場で発行を求めえた事実に徴すると、右証明書を提出できない正当
事由等は全くなかつたものといわねばならない。



　したがつて、右一一二件の不在者投票は、町選管において法四九条所定の不在事
由がなく、証明書を提出できない正当事由の疎明がないのに、漫然と不在事由が存
在すると認定したこととなり、不在者投票の管理執行に重大な違法があるから、右
一一二票はすべて無効である。
三　右一一二票の無効票は、前記当選者の各得票数にかんがみると、最高位落選者
である原告Ｑの前記得票数からして、前記当選者中下位一二名について選挙の結果
に異動を及ぼすおそれがあるということができる。すなわち、右無効票は誰に投票
されたか不明であるから、右原告Ｑの得票数に一一二票を加えた二三九票以内の得
票をえた下位一二名中誰が当選を失うかも不明であり、したがつて、右一二名全員
の選挙の結果に異動を及ぼすおそれがあるといわなければならない。そして、議員
定数一六名中圧倒的多数の一二名が当選を失わしめられることとなれば、議会が構
成できないこととなるから、このような場合は一部の当選無効にとどまらず、選挙
無効の原因になると解すべきである。
四　仮に、選挙無効の主張が認められないとしても、無効票数が最高位落選者と当
選者との得票差より多いときは、該当当選者全員の当選は無効といわなければなら
ない。したがつて、最高位落選者である原告Ｑの得票数との差が無効票一一二より
少い得票数の下位当選者一二名全員の当選は無効といわなければならない。右一二
名中から当選無効者を特定することができない以上、その一二名全員の当選を無効
とするほかはないのである。
五　原告らは、以上の理由により本件選挙は無効であり、仮に有効であるとしても
本件当選人の当選は無効であるとして、法定期間内に町選管に対し本件選挙の効力
および当選の効力に関し異議の申立をなし、異議を棄却するとの決定を受けたの
で、さらに被告に対し審査の申立をしたところ、昭和四二年一一月二五日付でこれ
を棄却するとの裁決がなされ、同裁決書は同月二七日原告らに交付された。
　よつて、原告らは、本訴を提起し、主たる請求として本件選挙の効力に関する裁
決の取消と本件選挙の無効確認を、予備的請求として当選の効力に関する裁決の取
消と当選の無効確認を求める。
第三　被告の答弁と主張
一　請求原因一の事実は認める。
　同二の事実のうち、本件選挙における不在者投票総数が一三六票であり、疎明に
よる不在者投票者が一一二名であること、疎明による不在者投票者の不在事由証明
は、大部分＜地名略＞長の証明書で事足りることは認めるが、その余の事実は否認
する。
　同三、四の事実は否認する。
　同五の事実のうち、原告らが本件選挙および当選は無効であるとして法定期間内
に町選管に異議申立をしたところ棄却され、さらに被告に審査申立をしたが、昭和
四二年一一月二五日付で棄却されたことは認めるが、その余の点は否認する。
二　本件不在者投票者一三六名中疎明による不在者投票者一一二名の氏名、住所、
生年、不在事由、法四九条の該当号は別表のとおりであり、これを不在事由により
区別すると、三一名が一号に、六九名が二号に、一二名が三号に各該当しており、
不在事由は近年社会生活の変化発展に伴い徐々に拡大解釈されているのであつて、
この点に関する町選管の判断に何等誤りはない。
三　本件不在者投票について、町選管委員長は、これを請求しようとする者に対
し、「その理由をていねいに書き、それを証明する書類を添付して請求すること、
理由をいつわつて投票すると罰せられる」旨記載した注意書を不在者投票場である
＜地名略＞役場玄関に掲示して不正な不在者投票に対する警告をなし、個々の手続
においても、不在事由の証明書を提出しない選挙人に対しては、疎明書（乙第一号
証の一ないし一一二）を提出させると共に、町選管職員をして口頭で不在事由およ
び右証明書を提出できない正当事由の存在について詳細に事情を聴取し、一応確か
らしいとの心証を得たうえで、先例判例等も参考にし、不在者投票用紙を交付した
のである。
　不在者投票の請求に対し、町選管は請求書および添付の証明書等につき形式を審
査する権限は有するが、書類に記載してある不在事由の存否について実質的審査権
限は有しないものであるし、また疎明による請求の場合選管委員長において疎明書
等により疎明事実が一応確かであるとの心証を得るに至れば投票を拒否すべきでは
なく、かつ疎明の方法について法令上の制限がなく、したがつて必ずしも文書をも
つてすることを要せず、口頭でさせても違法ではない。
四　ところで同法四九条二号に該当する不在事由の証明は、令五二条によりおおむ



ね＜地名略＞長の証明書で事足りるのであるが、この点について昭和四一年三月二
四日付滋賀県総務部長から各市町村長宛「一般行政証明事務の合理化について（通
知）」なる文書をもつて行政指導がなされ、＜地名略＞においては、これに従つて
一般行政証明事務を処理することとしていたところ、右通知によれば、不在者投票
に関する証明は市町村で発行してよいものの中に含まれてはいるが、「市町村長が
なす証明は、市町村長として公の立場で知つていることだけに限るべきであつて、
市町村長が職務上知りえない事柄、すなわち市町村役場に根拠となる公の帳簿等の
ないものは行なうべきものでない。」とされており、不在者投票に関する証明中法
四九条五号事由については公の帳簿である住民基本台帳等によりこれを証明するこ
とができるが、同条二号の場合は何等公の帳簿等なく、市町村長が公の立場で知つ
ている事柄に該当しないので、＜地名略＞長においても右証明書を発行するに由な
いところであつた。右事実は、昭和四一年八月当時＜地名略＞職員であつたＴ、
Ｕ、Ｘらにおいてこれを知悉しており、他面同人らは町選管の書記あるいは嘱託を
兼務し委員長の補助として不在者投票事務にも従事していたので、本件不在投票の
請求を審査するにあたり、同条二号事由については＜地名略＞長の証明書を提出で
きないことについては、選挙人の疎明を待つまでもなく、町選管において顕著な事
実であつた。したがつて、町選管はこのようなものについては、不在事由の存否に
ついて疎明があるか否かによつて不在者投票用紙を交付すべきか否かを判断すれば
足りたものといわねばならない。仮に右＜地名略＞の証明書発行に関する事務取扱
が誤りであるとしても、それは＜地名略＞の事務取扱上の問題であつて、町選管の
選挙管理執行上の違法ということにはならない。
　また、不在事由証明書の発行権者が＜地名略＞長以外である場合の不在者投票の
請求については、町選管において必ず証明書の提出を求めたのであるが、選挙人が
時間的余裕がない時の理由で証明書をとることができない旨詳細に申し述べたの
で、証明書を提出できない正当の事由があるものと判断したのである。もし、この
ような場合に町選管が令五二条を杓子定規に解釈して不在者投票を拒否したとすれ
ば、選挙人に著しい経済的、時間的負担を強いるか、棄権を余儀なくさせるものと
して非難されるであろう。口頭もしくは書面で疎明せられた不在事由の内容および
日時等の関係から証明者のないことや正当事由によつて証明書の提出できない事情
が窺い知られる場合は、この点についての疎明もなされたものとみて妨げないとい
うべきであり、これを証明書を提出できない正当事由の疎明がないとして不在者投
票手続を違法とするのは、余りにも厳に過ぎて妥当でない。
五　仮に、本件疎明による不在者投票中法四九条二号事由による請求の審査にあた
り、＜地名略＞発行の証明書を提出させなかつたことが選挙の管理執行規定に違反
するものとしても、同町長の発行する証明書の作成は実質的には町長部局の総務課
の事務吏員により行われるものであるところ、この事務吏員は前記Ｔらであつて、
町選管の書記あるいは嘱託に併任されて本件不在者投票事務に従事し、疎明により
不在事由があるとの心証を得たうえで不在者投票をさせたのであるから、町長の証
明書を発行しても差支えないというのであつたならば、同人らは町長部局の事務吏
員として法四九条二号所定の事由がある旨の証明書を発行していたものと推認され
るのである。してみると、本件の場合＜地名略＞長の証明書発行ならびに町選管へ
の提出の有無の差はあつても、いずれにしても不在者投票をさせる結果となつたこ
とに差異はないから、右違反は選挙の結果に異動を及ぼすことはなかつたといわな
ければならない。
　したがつて、本件選挙には管理執行上の規定違反はなく、少くとも選挙の結果に
影響し選挙を無効としなければならない程の重大かつ明白な違法はない。
六　仮に、本件選挙において、原告主張のように不在者投票について何票かの無効
票が存在するとしても、右無効票は法二〇九条の二にいわゆる潜在無効投票であ
り、開票区ごとに各候補者の得票数から、当該無効投票数を各候補者の得票数に応
じて按分して得た数をそれぞれ差引くこととなるので、開票区と選挙区が同一であ
る本件選挙においては、候補者の得票順位に変更をきたすことはなく、したがつて
当選無効とされる当選人はない。
第四　被告の主張に対する原告らの答弁
　被告主張四の滋賀県総務部長の通知に関する解釈は、これを曲解するものか、令
五二条一項二号、四号の規定を無視するものである。法律、政令で証明の権利を与
えられた市町村長は、その交付請求を受けた場合、その事由があると認めるときは
直ちに証明書を交付すべき義務を課せられている（同条二項）のであつて、一県総
務部長の通知によつて一般的に法四九条二号、四号の証明書の発行を拒否すること



が許されないことは明らかである。右通知の真意は、慎重に十分調査し不在事由を
認めるに足る資料の提示等を求めたうえで発行せよという趣旨であつて、不在事由
の証明の如きは、公の帳簿による証明等ほとんどあり得ず、有権者である住民サー
ビスの建前から認められた規定であるから公的に慎重に調査して発行すればよいの
である。
　また、被告主張五は、非論理的な法律論であつて取るに足りない。町選管のＴら
が、＜地名略＞長は法四九条二号、四号の不在事由の証明書を発行できないことを
認識していたというのは虚偽であつて、本訴提起後に被告が考え出した理屈に過ぎ
ない。
第五　双方の立証（省略）
　　　　　　　理　　　由
第一
一　原告らが本件選挙および当選は無効であるとして法定期間内に町選管に対し異
議申立をしたが棄却され、さらに被告に審査申立をしたところ、昭和四二年一一月
二五日付で棄却されたことは当事者間に争なく、弁論の全趣旨によれば、本訴は法
二〇三条一項、二〇七条一項所定の期間内に提起されたものと認められる。
二　請求原因一の事実、本件選挙における不在者投票総数が一三六票であり、その
うち不在事由について証明書を提出せず、疎明によつて不在者投票をした者が一一
二名あつたことは当時者間に争がなく、成立に争のない乙第一号証の一ないし一一
二、証人Ｕ、同Ｔの各証言（いずれも第一回）によると、右疎明による不在者投票
をした一一二名の選挙人の氏名、住所、生年は別表記載のとおりであり、番号１の
一名は本件選挙期日の告示がなされた昭和四一年七月二九日に、番号２ないし５の
四名は同月三〇日に、番号６ないし１５の一〇名は同月三一日、１６ないし２０の
五名は同年八月一日に、番号２１ないし４３の二三名は同月二日に、番号４４ない
し９９の五六名は同月三日に、番号１００ないし１１２の一三名は選挙期日の前日
である同月四日に、いずれも自から＜地名略＞役場内の町選管事務局に出頭して不
在者投票の請求をなし、町選管があらかじめ印刷して用意していた疎明用紙（投票
当日投票できない理由欄と証明書を提出できない理由欄とが設けてある）に不在事
由等を記入し（但し、証明書を提出できない理由を記載した者は一部）、これを提
出して投票用紙および不在者投票用封筒の交付を受け、直ちに同役場内に設けられ
た不在者投票管理者（同町選管委員長）の管理する投票を記載する場所において投
票をなしたものであることを認めることができる。
　原告らは、前記一一二名の選挙人のなした不在者投票は、町選管が法四九条また
は令五二条の規定に違背してなさしめた違法無効のもので、本件選挙は右管理執行
上の違法があるから、無効である旨主張するので、以下その当否について判断す
る。
第二　不在者投票事由について
一　前記一一二名の選挙人が本件不在者投票請求にあたり、疎明書又は口頭で不在
者投票事務担当の町選管職員（以下単に係員という）に対し申立てたものと認めら
れる不在事由は次のとおりである（以下各番号の名下の職業、年令は不在者投票時
のものであり、時間は不在者投票請求受付時間である）。
１　Ｙ（無職　三一才）（七・二九後二・四八）
　同人の不在事由は、すでに出産の予定日が過ぎているので月末から出産のため長
浜病院へ入院するためというのであり（乙第一号証の一、同人の証言）、
２　Ｚ（無職　二四才）（七・三〇前一〇・五二）
　同人の不在事由は、福井市＜以下略＞に在住の妹が病気をしており、その看護の
ため七月三〇日から八月一四日まで同市に滞在するというのであり（乙第一号証の
二）、
３　Ｐ１（自動車運転手　二二才）（七・三〇後一・一八）
　同人の不在事由は、八月五日の投票日に行われる松阪紙工業株式会社の就職試験
を受験するため七月三〇日から八月六日まで出掛けるというのであり（乙第一号証
の三）（滞在地が明らかでないけれども、＜地名略＞以外の地であると推認され
る）、
４　Ｐ２（自動車運転手　三八才）（七・三〇後三・〇五）
　同人の不在事由は、勤務先の大阪の土建コンクリート会社の業務上の都合で七月
三一日から八月一四日まで＜地名略＞の自宅に帰宅することができないというので
あり（乙第一号証の四、同人の証言）、
５　Ｐ３（無職　三六才）（七・三〇後三・一〇）



　同人の不在事由は、東京に在住する同人の実姉の子供（中学一年生の女子）が遊
びにきていたが、八月一日に学級のクラブ活動があり、単身では帰せないので、ど
うしてもそれまでに東京へ送つて行つてやらなければならないし、かつ右実姉が病
気をしていたので見舞かたがた看病もしてやりたいので、七月三一日に上京し八月
六日まで滞在の予定であるというのであり（乙第一号証の五、同人の証言）、
６　Ｐ４（農業　三四才）（七・三一前九・五五）
　同人の不在事由は、福井市＜以下略＞に在住の姉の家が忙しいので、その手伝の
ため七月三一日に出掛けて八月一〇日まで滞在する予定であるというのであり（乙
第一号証の六）、
７　Ｐ５（土方　二一才）（七・三一前一〇・三一）
８　Ｐ６（家事　二四才）（七・三一前一〇・三三）
９　Ｐ７（農業　三五才）（七・三一前一〇・四〇）
　右三名の不在事由は同一で、名古屋市＜以下略＞に在住するＰ８（Ｐ５、Ｐ６の
兄、Ｐ７の弟）が、同居中の同人の妻の父親ともめごとを起し急に家を出なければ
ならないことになつたので、家探しと引越しの手伝に行つてやることになり、八月
一日から同月八日まで同市に滞在する予定であるというのであり（乙第一号証の
七、八、九、証人Ｐ５、同Ｐ７の各証言）、
１０　Ｐ９（会社員　二三才）（七・三一後一・〇〇）
　同人の不在事由は、同人は＜地名略＞の富士鉄工に勤務しているが、投票日は運
転手として朝六時から夜九時まで勤務し＜地名略＞へ帰れないというのであり（乙
第一号証の一〇、同人の証言）、
１１　Ｐ１０（会社員　四六才）（七・三一後一・〇五）
　同人の不在事由は、同人の勤務先の大阪の会社の社用で姫路出張を命ぜられ、八
月五日午前四時五二分虎姫駅発列車で出発するというのであり（乙第一号証の一
一）（帰宅時間が明らかでないが、用務、行先等にかんがみ投票時間内に帰宅でき
ない趣旨であると推認される）、
１２　Ｐ１１（人夫　三八才）（七・三一後三・〇六）
　同人の不在事由は、親類不幸のため八月一日から同月七日まで福井市＜以下略＞
Ｐ１２方へ行くというのであり（乙第一号証の一二）、
１３　Ｐ１３（地方公務員　三九才）（七・三一後三・二〇）
　同人の不在事由は、同人は滋賀県庁に勤務しているものであるが、八月五、六の
両日大津市小松漁業センターで行われる県税務職員の宿泊研修に出席するためとい
うのであり（乙第一号証の一三、同人の証言）、
１４　Ｐ１４（公務員　四八才）（七・三一後三・四〇）
１５　Ｐ１５（会社員　三〇才）（七・三一後四・五〇）
　右両名の不在事由は、いずれも勤務先が遠方（Ｐ１４は名古屋市、Ｐ１５は伊丹
市）で、朝の出勤時間が早く帰宅もおそくなるので、投票当日投票時間内に投票す
ることができないため、日曜日である七月三一日に不在者投票をしたいというので
あり（乙第一号証の一四、一五、Ｐ１４の証言）、
１６　Ｐ１６（自動車運転手　三二才）（八・一前八・〇五）
　同人の不在事由は、同人提出の疎明書（乙第一号証の一六）には「福井県大野市
北陸建設につとめているおじが悪いので、看護するため八月一日から同月七日まで
行く」旨記載されているが、同人の証言によると、同人は当時右北陸建設へ出稼ぎ
に行つていたが、七月下旬一週間か一〇日程仕事を休んで＜地名略＞の自宅へ帰つ
ていたこと、しかし余り長くなるのと、右仕事先で世話になつている人（叔父では
ない）が病気をしていたので多少の介抱もしてやりたいと考え、八月一日に右福井
県下の仕事先へ帰ることにしたが、帰れば仕事の都合で当分帰宅できないため不在
者投票の請求をしたもので、その際係員に右の事由を説明したが疎明書には前記の
ような記載をしたものであることを認めることができ、同人が申立てた不在事由の
主たるものは、選挙の当日福井県下で業務に従事中の予定であるというにあつたも
のと認められる。
１７　Ｐ１７（農協連職員　五一才）（八・一前九・一二）
　同人の不在事由は、八月五、六の両日和歌山県へ職務上出張するというのであり
（乙第一号証の一七、同人の証言）、
１８　Ｐ１８（農業　七一才）（八・一前一一・一二）
　同人の不在事由は、必臓発作治療のため八月二日から一二月末頃まで京都市済生
会病院へ入院の予定であるというのであり（乙第一号証の二〇）、
１９　Ｐ１９（自動車修理工　二一才）（八・一後一・三一）



　同人の不在事由は、尾張一宮市の西尾ボデーに勤務しているが、朝の出勤時間が
早く帰宅も夜おそくなるので、投票時間内に投票できないというのであり（乙第一
号証の二一）（同人の証言によれば、当時同人は同市へ泊り込みで働きに行つてい
たもので、＜地名略＞の自宅から通勤していたものではなく、実際の不在事由は、
仕事の関係上投票日に帰宅して投票することができないということであつたものと
認められるが、係員に対しては、疎明書に記載のような申立をしたものと認められ
る）、
２０　Ｐ２０（無職　六八才）（八・一後四・〇五）
　同人の不在事由は、同人の大垣高等女学校在学当時の同級生の懇親会をかねた旅
行が、八月三日朝出発大磯泊り、四日箱根泊り、五日鎌倉を廻つて同夜帰る予定で
計画され、これに参加するため投票日に投票することができないというのであり
（乙第一号証の二二、同人の証言）、
２１　Ｐ２１（無職　五八才）（八・二前八・二五）
　同人の不在事由は、愛知県丹羽郡＜以下略＞へ嫁入りしている娘の子供（孫）の
病気見舞のため、八月二日から出掛け約一週間滞在の予定であるというのであり
（乙第一号証の二三、同人の証言）、
２２　Ｐ２２（家事手伝　三一才）（八・二前九・四七）
２３　Ｐ２３（建築業　三六才）（八・二前一〇・一四）
　Ｐ２３の不在事由は、かねて病気検査のため、京都南丹病院へ入院していたとこ
ろ、入院治療の必要があると診断されたので、準備のため一旦帰宅し、八月二日か
ら再入院するため、またＰ２２の不在事由は、夫Ｐ２３に付添の必要があるため、
共に投票日に投票することができないというのであり（乙第一号証の一八、一九、
同人らの証言）、
２４　Ｐ２４（無職　九〇才）（八・二前九・一七）
　同人の不在事由は、金沢市在住の弟が死亡したため、八月二日夜出発し八日に帰
る予定であるというのであり（乙第一号証の二四）、
２５　Ｐ２５（農業　三四才）（八・二前九・二五）
　同人の不在事由は、同人提出の疎明書（乙第一号証の二五）では、「八月二日か
ら同月一〇日まで静岡県駿東郡＜以下略＞にある親類の結婚披露のため」となつて
いるが、同人の証言によると、実際は四国へ団体旅行に出掛けることになつていた
もので、当初その旨記載した疎明書を提出したが、それでは通らぬと云われたので
これを書き直し、実際と異なる前記事由を記載し再度提出したもので、これを受け
た係員において疎明書記載の不在事由が名目上のものにすぎないことを察知してい
たものと認められ、右認定を覆えすに足る証拠はない。
２６　Ｐ２６（農業　二九才）（八・二前九・三五）
　同人の不在事由は、八月四日から同月一〇日まで出産のため橋場医院へ入院する
というのであり（乙第一号証の二六、同人の証言）、
２７　Ｐ２７（農業　二三才）（八・二前九・四五）
２８　Ｐ２８（農業　二一才）（八・二前九・五〇）
　右両名の不在事由は、同人らは夫婦であるが、鳥取市のＰ２８の実家の母親が病
気のため共に八月三日から七日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の二七、
二八）、
２９　Ｐ２９（無職　五八才）（八・二前一〇・三〇）
３０　Ｐ３０（無職　三四才）（八・二後〇・〇四）
３１　Ｐ３１（無職　三六才）（八・二後〇・〇五）
　Ｐ２９の不在事由は、福井市在住の娘が病気のため八月三日から同月一〇日ま
で、Ｐ３０の不在事由は、京都府＜以下略＞Ｐ３２方へ病気手伝のため八月二日か
ら同月一六日まで、Ｐ３１の不在事由は、福井市＜以下略＞Ｐ３３方へ病気手伝の
ため八月三日から同月一〇日までそれぞれ出掛けるというのであり（乙第一号証の
二九、三〇、三一）、
３２　Ｐ３４（学生　二一才）（八・二後一・〇五）
　同人の不在事由は、同人は京都の大谷大学の学生で本件選挙の頃は夏休で自宅に
いたのであるが、偶々八月五日は午前八時五〇分から同大学で真宗学の重要講義が
あることになつており、それを聴講する必要があつたので、その前日から京都へ出
掛ける予定であるというのであり（乙第一号証の三二、同人の証言）（講義終了時
間が明らかでないが、投票時間内に帰れない趣旨であることが推認される）、
３３　Ｐ３５（無職　六四才）（八・二後一・一五）
　同人の不在事由は、福井市＜以下略＞に在住の弟が病気のため八月二日から七日



頃まで看護に行くというのであり（乙第一号証の三三）、
３４　Ｐ３６（無職　七〇才）（八・二後一・三〇）
　同人の不在事由は、近江八幡に在住する親類が家を新築するため八月二日から九
月一日まで手伝に出掛けるというのであり（乙第一号証の三四）、
３５　Ｐ３７（自動車運転手　三五才）（八・二後二・二九）
　同人の不在事由は、同人は京阪自動車株式会社八日市営業所に勤務しているが、
八月五日は八日市発午前七時二〇分の京都行バスを運転し午後七時三〇分まで仕事
があるため、午前六時一一分虎姫発の列車で出勤し、帰宅がおそくなるというので
あり（乙第一号証の三五、同人の証言）、
３６　Ｐ３８（無職　六三才）（八・二後二・三二）
　同人の不在事由は、福井県小浜市在住の甥が病気のため八月二日から九月まで看
護に出掛けるというのであり（乙第一号証の三六）、
３７　Ｐ３９（無職　七八才）（八・二後二・三五）
　同人の不在事由は、足と胸が悪いので八月二日から八日まで京都の大学病院の人
間ドツクに入るというのであり（乙第一号証の三七）、
３８　Ｐ４０（調理士　四五才）（八・二後二・四五）
　同人の不在事由は、八月二日から同月一五日までの間大阪市＜以下略＞の天楽食
堂へ通勤で働きに行くこととなり、毎日午前六時二〇分虎姫発の列車で出勤し、午
後八時に帰宅するので投票日に投票できないというのであり（乙第一号証の三
八）、
３９　Ｐ４１（無職　七九才）（八・二後三・三〇）
４０　Ｐ４２（無職　七五才）（八・二後四・二〇）
　Ｐ４１の不在事由は、滋賀県＜以下略＞の姪が入院するので八月二日から同月七
日まで見舞かたがた看護のため出掛けるというのであり（乙第一号証の三九）、Ｐ
４２の不在事由は、京都市在住の息子が病気のため、八月二日から同月七日まで看
護に行くというのであり（乙第一号証の四〇）、
４１　Ｐ４３（無職　七一才）（八・二後四・三五）
　同人の不在事由は、福井市＜以下略＞のＰ４４方の法事のため、八月二日から同
月六日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の四一）、
４２　Ｐ４５（土工　二九才）（八・二後四・四五）
　同人の不在事由は、福井県大野郡＜以下略＞の熊谷組で働くため八月二日から同
月一四日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の四二、同人の証言）、
４３　Ｐ４６（無職　八八才）（八・二後四・五九）
　同人の不在事由は、病気のため八月三日診断を受けその結果入院することになる
というのであり（乙第一号証の四三）、
４４　Ｐ４７（日雇人夫　五二才）（八・三前八・四〇）
　同人の不在事由は、八月三日から同月七日までは親の墓参り、長浜市役所の仕事
の都合で休むことができないというのであり（乙第一号証の四四）、
４５　Ｐ４８（土工　四〇才）（八・三前九・〇〇）
４６　Ｐ４９（無職　五四才）（八・三前九・〇三）
　Ｐ４９の不在事由は、病気のため八月四日から一〇日まで京都府立病院へ行くと
いうのであり（乙第一号証の四六）、Ｐ４８の不在事由は、母親のＰ４９に付添つ
て右期間右病院へ行くというのであり（乙第一号証の四五）、
４７　Ｐ５０（無職　六四才）（八・三前九・二三）
　同人の不在事由は、八月三日から長浜病院へ入院するというのであり（乙第一号
証の四七）、
４８　Ｐ５１（運転手　二二才）（八・三前九・三三）
４９　Ｐ５２（二二才）（八・三前九・三三）
　両名の不在事由は、共に八月三日から約一ケ月間岡崎市の清水建設へ出稼ぎに行
くというのであり（乙第一号証の四八、四九、同人らの証言）、５０　Ｐ５３（無
職　八六才）（八・三前九・四〇）
５１　Ｐ５４（無職　六八才）（八・三前九・三五）
　Ｐ５３の不在事由は、彦根市在住の息子仁蔵が病気のため見舞かたがた八月四日
から同月七日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の五〇）、Ｐ５４の不在事
由は、京都市の親戚のＰ５５方へ病気見舞のため八月三日から同月末日まで出掛け
るというのであり（乙第一号証の五一、同人の証言）、
５２　Ｐ５６（無職　二四才）（八・三前一〇・〇〇）
　同人の不在事由は、大阪在住の同人の兄Ｐ５７（当時二八才、独身）が病気で入



院した旨知らせてきたので、看護のため八月三日から同月末日まで出掛けるという
のであり（乙第一号証の五二、同人の証言）、
５３　Ｐ５８（無職　七二才）（八・三前九・五八）
　同人の不在事由は、八月三日から同月一〇日頃まで京都大学病院へ入院する予定
であるというのであり（乙第一号証の五三）、
５４　Ｐ５９（無職　七四才）（八・三前九・〇五）
　同人の不在事由は、米原町在住の病気の娘の家へ八月三日から同月六日まで看護
のため出掛けるというのであり（乙第一号証の五四）、
５５　Ｐ６０（無職　五七才）（八・三前九・五八）
　同人の不在事由は、前記５３のＰ５８の付添として八月三日から一〇日頃まで京
都大学病院へ出掛けるというのであり（乙第一号証の五五）、
５６　Ｐ６１（無職　八一才）（八・三前一〇・一三）
５７　Ｐ６２（無職　六三才）（八・三前一〇・二五）
５８　Ｐ６３（無職　七八才）（八・三前一〇・三八）
　Ｐ６１の不在事由は、息子の病気見舞かたがた看病のため八月三日から同月一〇
日まで長浜市へ、Ｐ６２の不在事由は、息子の病気看病のため前同期間京都市へ、
Ｐ６３の不在事由は、妹の病気見舞のため八月四日朝から京都大学病院へそれぞれ
出掛けるというのであり（乙第一号証の五六、五七、五八）、
５９　Ｐ６４（自動車修理工　三三才）（八・三前一〇・三八）
　同人の不在事由は、岐阜の松栄運送株式会社の用務で八月三日から一〇月まで広
島県へ出張するというのであり（乙第一号証の五九）、
６０　Ｐ６５（無職　五五才）（八・三前一一・〇〇）
　同人の不在事由は、岐阜市＜以下略＞の他家で住込みで働いている娘（二二才）
が病気になり母親が面倒をみてやらなければならなかつたので、八月三日から同月
六日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の六〇、同人の証言）
６１　Ｐ６６（無職　五二才）（八・三前一〇・五〇）
　同人の不在事由は、病気のため八月四日から同月末日まで京都府立大学病院へ入
院するというのであり（乙第一号証の六一）、
６２　Ｐ６７（土工　二一才）（八・三前一一・一一）
６３　Ｐ６８（土工　二二才）（〃）
６４　Ｐ６９（土工　二四才）（〃）
　右三名の不在事由は、いずれも、八月四日から京都の清水建設へ土木工事の仕事
で働きに行くためというのであり（乙第一号証の六二、六三、六四、Ｐ６７、Ｐ６
８の証言）、
６５　Ｐ７０（無職　五一才）（八・三前一一・一五）
　同人の不在事由は、京都市在住のＰ７１の病気看護のため八月三日から同月一〇
日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の六五）、
６６　Ｐ７２（無職　四六才）（八・三前一一・二六）
６７　Ｐ７３（無職　三五才）（〃）
６８　Ｐ７４（無職　五七才）（八・三前一一・二五）
　右三名の不在事由は、いずれも、八月四日に大阪のおばの家へ手伝に出掛けると
いうのであり（乙第一号証の六六、六七、六八）、
６９　Ｐ７５（無職　三〇才）（八・三前一一・三〇）
　同人の不在事由は、同人の娘（当時七才）が心臓を悪くして八月二日に長浜病院
へ入院し、付添いに行つていたが、翌三日に妹が一寸来てくれたので荷物を取りに
帰宅した。しかし、五日の投票日には帰宅できるかどうかわからないので、ついで
に不在者投票がしたいというのであり（乙第一号証の六七、同人の証言）、
７０　Ｐ７６（マツサージ　五五才）（八・三前一一・二四）
　同人の不在事由は、仕事のため八月三日から同月七日まで泊りがけで彦根へ出張
するというのであり（乙第一号証の七〇、同人の証言）、
７１　Ｐ７７（無職　七二才）（八・三前一一・三六）
７２　Ｐ７８の（無職　八二才）（八・三前一一・五三）
７３　Ｐ７９（無職　三〇才）（八・三前一一・五〇）
　Ｐ７７の不在事由は、京都府＜以下略＞在住の孫が病気なので看護のため八月三
日から同月七日まで、Ｐ７８の不在事由は、尼崎市在住の娘が病気なので見舞のた
め八月四日から同月一五日まで、Ｐ７９の不在事由は、母の身体が悪いので親許へ
それぞれ出掛けるというのであり（乙第一号証の七一、七二、七三）（７３は行先
地、滞在期間が明らかでないが、投票日に＜地名略＞以外の地に滞在する予定であ



る趣旨と推認される）、
７４　Ｐ８０（六四才）（八・三後〇・一六）
　同人の不在事由は、大阪市＜以下略＞のＰ８１へ八月四日から同月七日まで登記
の用事で出掛けるというのであり（乙第一号証の七四）、
７５　Ｐ８２（無職　六九才）（八・三後〇・一七）
　同人の不在事由は、近江八幡市へ嫁いでいる娘の子供（孫）が悪いという電話連
絡があつたので、看病のため八月三日から同月六日まで行くというのであり（乙第
一号証の七五）、
７６　Ｐ８３（無職　九二才）（八・三後〇・三五）
　同人の不在事由は、京都市在住の娘が病気のため八月三日から一〇日まで出掛け
るというのであり（乙第一号証の七六）、
７７　Ｐ８４（無職　七五才）（八・三後〇・四三）
　同人の不在事由は、嫁入りする孫の結婚式のため八月三日から七日まで大東市へ
出掛けるというのであり（乙第一号証の七七、同人の証言）、
７８　Ｐ８５（無職　七〇才）（八・三後〇・四六）
　同人の不在事由は、大和市＜以下略＞に居住する孫が病気のため八月三日から六
日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の七八）、
７９　Ｐ８６（三味線屋　六二才）（八・三後一・一二）
　同人の不在事由は、営業上三味線の演奏会の準備等のため、八月四日朝から同月
六日まで舞鶴市へ出掛けるというのであり（乙第一号証の七九、同人の証言）、
８０　Ｐ８７（無職　四八才）（八・三後一・一九）
８１　Ｐ８８（無職　三〇才）（〃）
　Ｐ８８の不在事由は、病気のため八月三日から七日まで京都府船井郡八木病院へ
入院するというのであり（乙第一号証の八一）、Ｐ８７の不在事由は、妹Ｐ８８に
付添のため期間右病院へ行くというのであり（乙第一号証の八〇）、
８２　Ｐ８９（無職　七五才）（八・三後一・二六）
８３　Ｐ９０（無職　六五才）（八・三後一・三一）
　Ｐ８９の不在事由は、吹田市居住の娘病気のため（電話で知らせを受けた）、八
月四日から同月一〇日まで、Ｐ９０の不在事由は、大阪市＜以下略＞のＰ９１方へ
病気見舞のため（八月三日午前八時頃電話で知らせを受けた）、同日から同月八日
頃までそれぞれ出掛けるというのであり（乙第一号証の八二、八三）、
８４　Ｐ９２（無職　七三才）（八・三後一・四〇）
　同人の不在事由は、診察を受けたうえ入院するため八月四日から一〇日まで京都
病院へ行き不在というのであり（乙第一号証の八四）、（もつとも、同人の証言で
は、京都の娘が悪いというので世話をしに行かなければならなかつたのであり、自
分自身が悪くて京都の病院へ行つたのではない旨供述しているが、不在者投票請求
の際係員に対しそのような申立をしたものとは認められない）、
８５　Ｐ９３（無職　六四才）（八・三後一・五二）
　同人の不在事由は、頭部負傷で七月一四日以来長浜日赤病院へ入院中で、八月五
日の投票日に投票所へ行ける見込はない。八月三日の日は医師の許可を得て着替え
を取りに一寸家へ帰つたついでに不在者投票の請求をしたものであるというのであ
り（乙第一号証の八六、同人の証言）、
８６　Ｐ９４（自動車運転手　三七才）（八・三後二・一六）
　同人の不在事由は、八月四日から同月七日まで勤務先の京都の株式会社西沢コン
クリートの従業員をバスに乗せこれを運転して福井県高浜海水浴場へ行くというの
であり（乙第一号証の八九）、
８７　Ｐ９５（無職　二〇才）（八・三後一・一四）
　同人の不在事由は、八月四日から同月三〇日まで大垣市の野村組へ働きに行くと
いうのであり（乙第一号証の八五）、
８８　Ｐ９６（無職　六九才）（八・三後二・二三）
８９　Ｐ９７（無職　七一才）（八・三後二・二三）
　同人らの不在事由は、いずれも大阪市＜以下略＞Ｐ９８方へ、孫病気のため八月
四日から七日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の八七、八八）、
９０　Ｐ９９（無職　四五才）（八・三後一・二六）
　同人の不在事由は、京都市のおばの家に病人ができ、京大病院へ行くことになつ
たので、八月四日から二五日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の九〇）、
９１　Ｐ１００（無職　八九才）（八・三後二・四三）
９２　Ｐ１０１　（無職　五九才）（八・三後二・四四）



　Ｐ１０１の不在事由は、同人の長男で京都に在住するＰ１０２（当時三三才）が
盲腸炎で入院し、嫁は子供の面倒を見なければならないので交替の看病に来てほし
いという電話連絡があつたので、八月三日から七日まで出掛けるため、Ｐ１００の
不在事由は、同人は右Ｐ１０１の母親であるが高令で一人で歩行が困難であるとこ
ろ、Ｐ１０１が右事由で京都へ行き不在になると投票日に一人で投票に行くことが
できないというのであり（乙第一号証の九二、Ｐ１０１の証言）、Ｐ１００提出の
疎明書（同号証の九一）には、Ｐ１０１提出の疎明書（同号証の九二）と同文の不
在事由が記載されているが、Ｐ１０１の証言によると、Ｐ１００の不在事由につい
ては、同人に代わつてＰ１０１から係員に口頭で右認定の事由を申述べたことが認
められるから、乙第一号証の九一の疎明書記載の不在事由は誤つて記載されたもの
であると認める。
９３　Ｐ１０３（無職　七七才）（八・三後二・五六）
　同人の不在事由は、目の病気のため八月五日京都病院へ入院するというのであり
（乙第一号証の九三）（もつとも同人は、疎明書は係の人に頼んで書いて貰つたも
ので、その際京都の栗須病院へ診て貰いに行くとは云つたが、京都病院へ入院する
とはいわなかつたと証言している）、
９４　Ｐ１０４（無職　五二才）（八・三後三・一〇）
　同人の不在事由は、福島県在住の弟の所へ八月四日から九日まで出産の手伝に行
くというのであり（乙第一号証の九四）、
９５　Ｐ１０５（無職　六六才）（八・三後三・二〇）
　同人の不在事由は、大阪市＜以下略＞のＰ１０６方へ八月四日から同月一〇日ま
で病気看病のため出掛けるというのであり（乙第一号証の九五）、
９６　Ｐ１０７（国鉄職員　三九才）（八・三後三・二〇）
　同人の不在事由は、八月四日午前六時〇四分の列車で吹田操車場へ出勤し、勤務
あけの五日午前一一時から京都市で国鉄吹田地区慰安会に出席し、同日午後九時帰
宅するため投票日に投票することができないというのであり（乙第一号証の九六、
同人の証言）、
９７　Ｐ１０８（会社員　二〇才）（八・三後三・五四）
　同人の不在事由は、八月四日から七日まで大津市で開かれる関西レガツターに選
手として出場するためというのであり（乙第一号証の九七、同人の証言）（右出場
が同人の勤務先の会社の業務と関係があるのか、単なる個人の用務であるのかは明
らかでないが、町選管は一号事由に該当するものとして不在投票を許している）、
９８　Ｐ１０９（土工四四才）（八・三後四・〇三）
　同人の不在事由は、長野県南安雲郡＜以下略＞の間組へ八月四日から同月七日ま
で働きに行くというのであり（乙第一号証の九八、同人の証言）、
９９　Ｐ１１０（土建　四〇才）（八・三後四・五六）
　同人の不在事由は、大阪市の友人Ｐ１１１の病気（頭の病気）見舞に行くという
のであり（乙第一号証の九九）、
１００　Ｐ１１２（家事　六二才）（八・四前九・四九）
　同人の不在事由は、彦根に住んでいる同人の次男がその勤務先の会社の慰安旅行
で八月四日の夕方から二泊三日の予定で家族連れで旅行に出掛け、一家不在となる
のでその留守番に八月四日から六日まで行くというのであり（乙第一号証の一〇
〇、同人の証言）、
１０１　Ｐ１１３（二一才）（八・四前九・一六）
　同人の不在事由は、京都市＜以下略＞、肉屋Ｐ１１４方から忙しいので手伝いに
来てほしいとの電話連絡があり、今日（八月四日）から二〇日間程働きに行くこと
になつたので投票日に投票できないというのであり（乙第一号証の一〇一）、
１０２　Ｐ１１５（医大インターン生　二五才）（八・四前一一・一〇）
　同人の不在事由は、八月四日から六日まで高槻市大阪医科大学付属病院において
泊り込みで実習するというのであり（乙第一号証の一〇二、同人の証言）、
１０３　Ｐ１１６（配管工　四〇才）（八・四前一一・三〇）
　同人の不在事由は、八月四日から七日頃まで静岡市＜以下略＞の栗田工業の作業
場へ水道工事のため出張するというのであり（乙第一号証の一〇三、同人の証
言）、
１０４　Ｐ１１７（郵便局員　四七才）（八・四前時間不明）
　同人の不在事由は、同人の二女が八月五日午前八時三〇分から京都で行われる京
都国際観光自動車株式会社の採用試験に受験するにつき、土地不案内の娘に付添つ
て行くので、同日投票ができないというのであり（乙第一号証の一〇四、同人の証



言）、
１０５　Ｐ１１８（手伝　二〇才）（八・四前一一・五五）
　同人の不在事由は、八月四日から名古屋在住の母の妹の家へ子供の世話や家事の
手伝に行くことになつているので、選挙当日は不在というのであり（乙第一号証の
一〇五）、
１０６　Ｐ１１９（会社員　二二才）（八・四後〇・二〇）
　同人の不在事由は、同人提出の疎明書（乙第一号証の一〇六）では「八月四日一
〇時の夜行にて能登へけんしゆう会に出席のため立ちますので投票できません」と
なつているが、同人の証言によると、実際は友達と二人で能登半島へ旅行する積り
だつたもので、当初その旨係員に口頭で申述べたが、個人旅行では具合が悪いから
研修会に出席のためとでもしたらと暗示せられたので、実際と異なる右事由を記載
した疎明書を提出したもので、これを受付けた係員においてもそれが名目上のもに
すぎないことを知悉していたものと認められ、右認定を覆えずに足る証拠はない。
１０７　Ｐ１２０（工業　六三才）（八・四後二・一四）
　同人の不在事由は、事業上の用務で京阪方面へ出張する約束があるため八月四日
夕方から同月六日午後まで出掛けるというのであり（乙第一号証の一〇七）、
１０８　Ｐ１２１（会社員　四六才）（八・四後一・二六）
　同人の不在事由は、同人は長浜の旭電気に勤務しているものであるが、八月五日
大津市で行われる火災自動報知機についての消防整備士の国家試験を受験するた
め、同日午前六時出発し一日中不在というのであり（乙第一号証の一〇八、同人の
証言）（右受験が勤務先の会社の業務になるのか、個人の用務であるのかは明らか
でない）、
１０９　Ｐ１２２（クリーニング業　七七才）（八・四後二・三三）
　同人の不在事由は、名古屋市＜以下略＞のＰ１２３急病で（電話で知らせて来
た）、看病のため八月四日から同月七日まで名古屋へ出掛けるというのであり（乙
第一号証の一〇九）、
１１０　Ｐ１２４（運転手　二七才）（八・四後三・三二）
　同人の不在事由は、長距離運転の仕事で八月四日夜京都へ行き五日の投票に間に
あわないというのであり（乙第一号証の一一〇）、
１１１　Ｐ１２５（無職　五九才）（八・四後三・四九）
　同人の不在事由は、福山市＜以下略＞に在住する姉婿が死去したため八月四日か
ら同月六日まで出掛けるというのであり（乙第一号証の一一一、同人の証言）、
１１２　Ｐ１２６（四一才）（八・四後四・〇二）
　同人の不在事由は、大和高田市に在住する姉が危篤である旨の電報がきたので八
月四日から五日間出掛けるというのである（乙第一号証一一二）。
二　そこで以上の不在事由が法四九条各号所定の不在者投票事由に該当するか否か
について考えるに、
　４、１０、１１、１３ないし１７、１９、３５、３８、４２、４８、４９、５
９、６２、６３、６４、７０、７９、８６、８７、９８、１０１、１０２、１０
３、１０７、１１０は、いずれも同条一号事由に該当するものと認められる。３２
も学生が授業を受けることは同条同号にいわゆる業務にあたるものと解せられる。
４４については、選挙当日における不在事由が親の墓参りか、あるいは長浜市役所
の仕事の都合か判然としないけれども、町選管は前者の事由は法定の不在事由にあ
たらないものとして後者の事由により不在者投票をさせたのと解される。しかして
後者の理由だとすれば一号事由に該当するものと認められる。９７、１０８につい
ては、いずれもその用務が勤務先の会社の業務に包含されるのかどうか、疎明書の
記載と証人の証言（９７についてはＰ１０８、１０８についてはＰ１２１の証言）
のみでは明らかでないが、町選管は会社の業務と解したものと認められるのでこれ
に従う。そうすると右二件はいずれも一号事由に該当する。
　２、３、５ないし９、１２、２１、２２、２４、２７ないし３１、３３、３４、
３６、３９、４０、４１、４５、５０、５１、５２、５４、５５ないし５８、６
０、６５ないし６９、７１ないし７８、８０、８２、８３、８８、８９、９０、９
２、９４、９５、９９、１００、１０５、１０９、１１１、１１２は、いずれも法
四九条二号事由に該当するものと認められる（もつとも、右のうちには、選挙当日
における不在がやむを得ないものであるかどうかについての具体的事情が明らかに
されていないものが多数存するけれども、いずれも当該用務がやむを得ないもので
あるとして不在者投票の請求をしたものと解せられるから、右の事情の点は疎明で
補足されれば足りるものと考える）。２０については、不在事由とされているよう



な旅行に参加することは、個人の気儘な旅行と異なり、また一人の都合で日程を変
更することができないものであり、９６についても、その不在事由とされているよ
うな性質の慰安会に参加することは、単なる個人の遊楽と異なるから、いずれも社
会通念上やむを得ない用務と解するのが相当で、同条二号事由に該当するものと認
める。１０４についても、当該事情のもとでは不在がやむを得ない用務と認めら
れ、同条二号に該当する。
　１、１８、２３、２６、３７、４３、４６、４７、５３、６１、８１、８４、８
５、９１、９３は、いずれも同条三号事由に該当するものと認められる。
　２５、１０６は、その不在事由の個所で認定した事実によれば、法定の不在事由
がないのに不在者投票を許したものといわなければならないから、選挙の管理執行
上の違法があること明らかである。
第三　証明書を提出することができない正当な事由および疎明の有無について
一　不在事由に該当しないため選挙の管理執行に違法があり無効と認定した前記二
件を除いたその余の一一〇件について、証明書を提出できない正当な事由および疎
明があるか否かについて判断する。
　乙第一号証の一ないし二四、二六ないし一〇五、一〇七ないし一一二によれば、
右２５、１０６の二件を除いた一一〇件のうち、４、５、１０、１１、１３、８
６、９６、９７、９８、１０１、１０９、１１２の一二件については、それらの疎
明書に一応証明書を提出できない理由についての記載があるが、他の九八件につい
ては、それらの疎明書にその点に関して何等の記載がないことが認められる。
　ところで、不在者投票の制度は、投票日に投票できない選挙人に対し、投票日以
前の日に投票させ、それらの人々の選挙権行使を全からしめようとする趣旨から設
けられたものであるが、反面当日投票の原則（法四四条一項）に対する例外であ
り、その運用いかんによつては選挙の自由、公正を害する結果にもなるから、慎重
に運用されなければならないことはいうまでもない。これを不在者投票に関し、不
在事由を証明する書面を提出できない正当な事由およびその疎明についてみるの
に、不在事由の疎明と同様疎明の方法については法令上何等の規定がないから、必
ずしも文書をもつてすることを要せず、口頭をもつてすることも違法ではないと解
すべきであるが、不在者投票を請求する場合は法四九条に掲げる事由について所定
の者の証明書を提出するのが原則であつて（令五二条一項）、例外的にその証明事
項について証明権者がない場合および正当な事由により証明書を提出できないとき
に限つて選管委員長に対する疎明をもつてかえることができるのである（同条三
項）。したがつて、証明書を提出できない正当な事由がある場合とは、証明権者が
不在事由の証明を拒んだときとか、証明書を提出することが事実上著しく困難であ
るときとか、やむを得ない事情であらかじめ証明権者から証明書をもらう時間的余
裕がなかつたときとか、その他社会通念上相当と認められる事情が存する場合に限
定されるべきであつて、これをむやみに拡張して解釈することは許されないという
べきである。このような見地に立つて個々の場合を検討することとする。
二　法四九条一号に該当する不在事由については、勤務先の官公署、会社、事業所
その他これに準ずるものの長又はその代理人の証明書を提出することを要するので
（令五二条一項一号）、前掲一号事由に該当する三二件について、右証明書を提出
することができない正当事由および疎明の有無について考えるに、　４について
は、証人Ｐ２の証言によると、同人は＜地名略＞に住所を有するが、勤務先が大阪
にある関係上大阪に宿泊し、七日ないし一〇ごとに＜地名略＞に帰つてくること、
七月二九日叔父の葬式のため帰つたところ、始めて本件選挙のことを聞いて不在者
投票をすることを思い立ち、翌七月三〇日町選管に赴きその請求をしたこと、八月
五日の投票日には仕事の都合上＜地名略＞に帰れない予定であつたことが認められ
る。右のような事情のもとにおいては証明書を取寄せる時間的余裕がなく、証明書
を提出できない正当な事由があると解するのが相当であつて、乙第一号証の四と右
証人の証言によれば、右事由は不在事由と共に不在者投票請求の際疎明されたもの
と認められる。
　１０については、証人Ｐ９の証言によると、同人は平素彦根市の姉の家に宿泊
し、そこから滋賀県＜以下略＞所在の富士鉄工へ通勤していたが、七月三〇日に＜
地名略＞の自宅へ帰り翌三一日（日曜日）に不在者投票をしたこと、平素は仕事の
関係で帰宅することが困難であつたことを認めることができるけれども、本件選挙
の投票日が八月五日であることは前から聞き知つていたというのであるから、特別
の事情がない限りあらかじめ勤務先の会社から証明書の発行を受けることは可能で
あつたものといわなければならない。しかし、乙第一号証の一〇と右証人の証言に



よると、同人は不在者投票請求にあたり係員に対し、急病で急に帰宅したため社長
が不在で証明書を貰ういとまがなかつた旨を疎明したことが認められるから、右理
由の真偽は別として、係員としては、一応本人の申立を信用して右疎明のみで不在
者投票を許すのほかなかつたものと認むべく、不在事由も疎明書と本人の口頭の説
明で疎明されたものと認められるから、選挙の管理執行上の違法は認められない。
　１１については、乙第一号証の一一に、証明書を提出できない理由として「八月
一日虎姫発四時五二分乗車のためと尚会社連絡不能のため」と記載されているが、
これだけではあらかじめ勤務先の会社から証明書を貰うことができなかつた理由が
明らかでなく、他に証明書を提出することができない正当な事由があつたことおよ
びその疎明がなされたことを認めうる何らの具体的資料もない。
　１３については、乙第一号証の一三と証人Ｐ１３の証言によれば、七月三一日は
日曜日だつたので不在者投票をすべく思いついたが、休日で証明書の発行を受ける
ことができなかつたというのであるが、研修の予定は七月二〇日すぎからわかつて
おり、また八月五日が投票日であることも告示と同時に知つたというのであるか
ら、あらかじめ証明書の発行を受けることができなかつたものとは認め難く、右の
ような本人の恣意で証明書を提出することができない事由の有無を決することは、
不在者投票制度の趣旨に反し許されないものというべきである。かして、他に証明
書を提出できない正当事由について、相当な疎明がなされたことを認めるに足る何
らの具体的資料もない。
　１４、１５、１９、３５、３８、４４、５９、８６、８７、９７、１１０につい
ては、いずれも証明書を提出することができない正当な事由があつたことおよびそ
の疎明がなされたことを認めるに足る証拠はない。
　１６については、証人Ｐ１６の証言により、当該事情のもとでは、働き先から証
明書を取寄せるいとまがなく、これを提出することができない正当な事由があり、
その事由は不在事由と共に口頭で一応疎明せられたものと認められる。町選管は、
疎明書記載の不在事由（おじが悪いので看護するため）により二号該当事由がある
ものとして不在者投票をさせているが、前認定のように、右疎明書記載の不在事由
は、本人が口頭で申し述べた不在事由の一部にすぎず、しかも主たる不在事由は業
務の都合であつたことが認められるところ、右証人の証言によれば、右疎明書記載
の不在事由はやむを得ない用務とは認められないから、二号事由による不在者投票
は許さるべきでないが、本人には、一号に該当する不在事由が存したものであるか
ら、結局本人に不在者投票を許したことは相当であつて、管理執行上の違法はなか
つたことに帰する。
　１７については、証人Ｐ１７の証言によると、同人は滋賀県農業協同組合連合会
の八日市工場長で、同工場関係の業務については、同人自身が令五二条一項一号の
証明権者であつたことが認められるけれども、同人の県外出張は単に公務というの
みで、右工場関係の用務にすぎないのか、それとも連合会の用務なのかが明らかで
なく、もし後者だとすれば連合会長の証明書を提出すべきであり、前者だとしても
右工場長の資格で自己自身の出張証明書を作成提出すべきものであつて、個人名義
の疎明書の提出をもつて代用することは許されないものと解すべきである。しかし
て、同人に右証明書を提出することができない正当な事由があつたことを認むべき
証拠はないから、これを提出せしめないで不在者投票を許した町選管の措置は違法
であるといわなければならない。
　３２については、学校長の証明書の提出を要するものと解すべきところ、証人Ｐ
３４の証言によつてもこれを提出できない正当な事由があつたものと認めることは
できず、他に右事由の存在およびその疎明がなされたことを認めるに足る証拠はな
い。
　４２については、証人Ｐ４５の証言は極めてあいまいで、働き先の証明書を提出
することができない正当事由が存したことも、その疎明がなされたことも共に認む
べき証拠がない。
　４８、４９については、証人Ｐ５１の証言によると、同人およびその妻Ｐ５２
は、かねてから共に岡崎市の清水建設の作業場へ働きに行つていたが、二日間位の
休みをとつて＜地名略＞の自宅へ帰つた際、たまたま八月五日に本件選挙が行われ
ることを知り、岡崎へ戻る直前に不在者投票をしたものであることを認めることが
でき、このような場合には働き先から証明書を取寄せることは困難であると考えら
れるから、これを提出できない正当な事由があつたものと認むべく、しかしてその
事由は不在事由と共に一応疎明せられたことが乙第一号証の四八、四九および証人
Ｐ５１、同Ｐ５２の証言によつて認められる。



　６２、６３、６４については、証人Ｐ６７、同Ｐ６８の証言によると、同人らお
よびＰ６９の三名は共に土方として働いていたが、不在者投票をした八月三日の数
日前になつて、三人で同月四日から京都の清水建設へ働きに行くことを相談したも
のであるが、清水建設から証明書を取寄せようと思えば取寄せることができたもの
であることを認めることができ、他に証明書を提出することができない正当事由が
存したことも、その疎明がなされことも共に認むべき証拠はない。
　７０、７９、１０７については、Ｐ７６はマツサージ業を、Ｐ８６は三味線屋
を、Ｐ９０は工業をそれぞれ営み、いずれも自己が営業主または事業主であるとこ
ろ、これらの者が不在者投票をする場合においても自己名義の不在証明書を提出す
るのが法の建前であると解せられるが、疎明書の提出をもつて代えることとの間に
実質的の差異を認め難いから、右の者らに証明書を提出せしめなかつたことをもつ
て、選挙の無効原因となるほどの重大な管理執行上の違法があつたものとは解せら
れない。しかして、７０については乙第一号証の七〇と証人Ｐ７６の証言により、
７９については同号証の七九と証人Ｐ８６の証言により、１０７については同号証
の一〇七により、いずれも不在事由が疎明されたことを認めることができる。
　９８については、乙第一号証の九八と証人Ｐ１０９の証言によると、同人は土工
で、かねて長野県下で間組の下請をしていた越智某から働きに来るよう勧誘の手紙
を貰つていたが、不在者投票をした八月三日の前日頃、夫婦喧嘩をしたことから急
に間組へ働きに行く気になつて不在者投票をしたもので、働き先から証明書を取寄
せる時間的余裕がなかつたというのであつて、事の真偽は別として、右事由は、疎
明書と右趣旨の口頭の説明で係員に疎明したことが認められるから、係員が一応こ
れを信用して不在者投票を許したことをもつて管理執行上の違法があつたものと認
めることはできない。
　１０１については、乙第一号証の一〇一（疎明書）によつて、京都の肉屋から盆
前で忙しいから手伝いに来てほしいとの電話連絡があつて、急に八月四日から勤め
に行くことになつたので、働き先から証明書を貰ういとまがない旨の疎明がなされ
たことを認めることができるから、一応これを信用して不在者投票を許した町選管
の措置に管理執行上の違法はないものというべきである。
　１０２については、乙第一号証の一〇二および証人Ｐ１１５の証言によると、同
人の住所は＜地名略＞にあるが、大阪医科大学インターン生で、その頃同大学付属
病院で実習中であつたため、高槻市内で下宿し、時々＜地名略＞の自宅へ帰つてい
たこと、八月四日から六日まで実習のため同病院に宿泊することになつており、こ
のことは一週間前からわかつていたこと、本件選挙のことは前から知つており、八
月四日＜地名略＞へ戻つた際不在者投票をしたことが認められる。このような事情
のもとにあつては、＜地名略＞へ戻る前に証明書を貰う時間的余裕がなかつたとは
解せられず、その証明書を提出できない正当な事由があつたものとは認められな
い。またこれを提出できないことについて相当な疎明がなされたことを認むべき証
拠もない。
　１０３については、乙第一号証の一〇三および証人Ｐ１１６の証言によると、同
人は配管工として岐阜へ通勤していたが、突然勤務先から静岡市＜以下略＞の作業
場へ出張するよう電話連絡を受け、直ちに八月四日に不在者投票をして同日午後の
列車で出発したことが認められ、右のような事情のもとでは証明書を提出できない
正当な事由があつたものと解するのが相当で、右事由は不在事由とともに疎明され
たことが前掲証拠で認められる。
　１０８については、証人Ｐ１２１の証言によると、同人が受験した試験は約一ケ
月前から通知を受けていたことが認められるから、あらかじめ勤務先の会社の長か
ら不在証明書を貰う時間的余裕がなかつたとは考えられず、他に右証明書を提出で
きない正当な事由の存在およびその疎明がなされたことを認むべき証拠はない。
三　法四九条二号に該当する不在事由については、令五二条一項第一号の者（選挙
人が従事している職務若しくは業務に係る官公署、会社、事務所その他これに準ず
るものの長又はその代理人）、医師、歯科医師、助産婦、選挙人の住所地の市町村
長又は当該用務若しくは事故のため旅行中若しくは滞在中であるべき他の市町村長
の証明書を提出することを要するが（令五二条一項二号）、成立に争のない乙第二
号証、乙第八号証の一、二、乙第九号証の一、二、証人Ｔ（第一、二回）、同Ｕ
（第一回）、同Ｐ１２７の各証言によると、滋賀県では、昭和四一年三月二四日総
務部長通知により管内市町村に対し、地方自治法二条三項一六号の規定に定める証
明書の発行については、証明事項が市町村長として公の立場で知つていることだけ
に限るべきであつて、市町村長が職務上知りえない事柄、すなわち、市町村役場に



証明事項の根拠となる公の帳簿等のないものについては発行しないように行政指導
をしており、県内大津市、＜地名略＞等にあつては、この趣旨に従い法四九条二号
に掲げる事由の不在証明については証明書を発行しておらず、昭和四一年八月当時
＜地名略＞職員であると共に町選管の書記ないし嘱託を兼務していたＴ、Ｕ、Ｘら
もこのような取扱を知悉していて、本件不在者投票の請求にあたり＜地名略＞長の
証明書の提出を求めなかつたことを認めることができる。
　右＜地名略＞長の事務取扱は、令五二条二項の規定の趣旨に悖るものであるが、
事実上同町長の証明書の発行が受けられない以上、町選管においてこれを提出せし
めないで不在者投票を許したとしても、前掲他の証明権者の証明書をも提出できな
い正当事由の存在が疎明せらるる限り、管理執行上の違法があるものということは
できない。
　なお、本件選挙の如く、告示の日から選挙期日までの期間、したがつて不在者投
票をなし得る期間が七日間という短期間である場合には、遠隔地の他の証明権者の
証明書を入手することは事実上著しく困難である事情をも考慮して、前掲二号事由
該当の六三件について証明書を提出することができない正当事由および疎明の有無
について検討する。
　２については、出発日時、行先地等から見て、医師および滞在地の市長の証明書
を取寄せ提出するいとまがなかつたものと推認されるから、証明書を提出できない
正当な事由があつたものと認むべく、その事由は不在事由と共に、乙第一号証の二
により一応疎明されたものと認められる。
　３については、受験先の会社の長は法定の証明権者と認め難く、また滞在地の市
町村長の証明書を提出することは事実上著しく困難であつたことが推認されるか
ら、これを提出することができない正当な事由があつたものと認むべく、その事由
は不在事由と共に乙第一号証の三により一応疎明されたものと認められる。
　５については、乙第一号証の五と証人Ｐ３の証言により、証明書を提出すること
ができない正当な事由があり、その事由は不在事由と共に一応疎明されたものと認
められる。
　６については、たゞ姉の家が忙しいというのみで、用務内容が具体的でないとこ
ろ、投票日に投票できないやむを得ない用事があるべきことについて疎明があつた
ものと認むべき何らの具体的資料もないから、相当な疎明なくして漫然不在者投票
を許したものと認めざるを得ない。
　７、８、９については、乙第一号証の七、八、九と証人Ｐ７、同Ｐ５の証言によ
り、滞在地の市長の証明書を提出できない正当な事由があり、その事由は不在事由
と共に一応疎明されたものと認められる。
　１２についても、乙第一号証の一二により前同様と認める。
　２０についても、乙第一号証の二二と証人Ｐ２０の証言により前同様と認める。
　２１についても、乙第一号証の二三と証人Ｐ２１の証言により、医師の証明書を
提出することも事実上著しく困難であつたと附加するほか、前同様と認める。
　２２についても、乙第一号証の一八と証人Ｐ２２、同Ｐ２３の証言により、医師
の証明書を貰う余裕がなかつたと附加するほか、前同様と認める。
　２４については、その用務内容自体に徴し証明書を提出できない正当な事由があ
ること明らかであり、不在事由は乙第一号証の二四により疎明されたものと認めら
れる。
　２７ないし３１、３６、４０、５０、５１、５４、５６、５７、５８、６５、７
１、７２、７３、７５、７６、７８、８２、８３、８８、８９、９５、９９（いず
れも病気見舞、看病）については、いずれも病人の病状、見舞または看護を要する
必要度、特に投票日に投票を終えてから出掛けるいとまもない程急を要するもので
あつたかどうかが明らかでなく、その他投票日の不在が真にやむを得ないものであ
つたかどうかの具体的事情が明らかでなくこの点について首肯するに足る疎明がな
されたことを認むべき何らの具体的資料もないから、定型的な疎明書記載の理由の
みでは不在事由の疎明として不十分で、結局相当な不在事由の疎明なくして漫然不
在者投票を許したものと認めざるを得ない。
　３９についても前同様で、ことにこの場合は、＜地名略＞と行先地の＜地名略＞
との距離的関係のみから考えても、投票日に投票できない時間的余裕すらなかつた
ものとは容易に認められない。
　９０についても、疎明書（乙第一号証の九〇）記載の理由のみでは、出発を一日
おくらせ五日に投票を終えてから出掛けることができない程急を要するものであつ
たかどうかが明らかでなく、この点につき首肯するに足る疎明がなされたことを認



むべき何らの具体的資料もない以上、前同様と認めざるを得ない。
　３４、６６、６７、６８、９４、１０５（いずれも手伝い）についても、用務の
緊急性が明らかでなく、投票日の不在がやむを得ない用事のためであることについ
て疎明がなされたことを認むべき何らの具体的資料がないから、前同様と認めざる
を得ない。
　４１については、証人Ｐ４３は、Ｐ４４方は主人の親戚であるが、一度もそこへ
行つたことはなく、また法事があつても自分はそこへ行かない、不在者投票をした
ことも知らない旨供述しているが、疎明書（乙第一号証の四一）には同人名下にＰ
４３の捺印がなされ、「福井市＜以下略＞Ｐ４４の家の法事のため八月二日から同
月六日まで行く」と記載されておるから、Ｐ４３は不在者投票に赴き、右疎明書記
載のような不在事由を申立てて不在者投票を請求したものと認むべく、右用務内容
と行先地から考え滞在地の市長の証明書を提出することは事実上著しく困難である
と認められるから、町選管が右疎明書により証明書を提出することができない正当
な事由があり、かつ不在事由についても一応の疎明があつたものとして不在者投票
を許したことにつき管理執行上の違法は認められない。
　４５については、後記の如く、Ｐ４９（番号４６）の不在事由が証明されないの
で、付添人の不在事由についても、乙第一号証の四五のみでは不在事由の疎明があ
つたとなすことはできない。
　５２については、乙第一号証の五二と証人Ｐ５６の証言により、証明書を提出で
きない正当な事由があり、その事由は不在事由と共に疎明されたものと認められ
る。
　５５については、後記の如く、Ｐ５８（番号５３）の不在事由が証明されないの
で、付添人の不在事由についても、乙第一号証の五五（疎明書）のみでは疎明があ
つたものとなすことはできない。
　６０については、乙第一号証の六〇と証人Ｐ６５の証言によつて証明書を提出す
ることができない正当な事由があり、その事由は不在事由と共に疎明されたものと
認められる。
　６６については、乙第一号証の六九と証人Ｐ７５の証言によつて６０と同様と認
められる。
　７０については、疎明書（乙第一号証の七四）記載の用務内容は具体的でなく、
これのみでは投票日に投票できないやむを得ない事情が明らかでないところ、この
点につき説明を求め首肯しうる疎明がなされたことを認むべき何らの具体的資料も
ないから、漠たる疎明書記載の理由のみで漫然不在者投票を許したものと認めざる
を得ない（証人Ｐ８０の証言によれば、疎明書を提出したのみで不在事由につき係
員に口頭で説明したことはなく、登記の仕事は八月三日に大阪へ行き簡単に一日で
終り後は大阪の親戚を訪ね廻つていたことが認められる）。
　７７については、乙第一号証の七七と証人Ｐ８４の証言により、証明書を提出す
ることができない正当な事由があり、その事由は不在事由と共に疎明されたものと
認められる。
　８０については、乙第一号証の八〇と証人Ｐ８８の証言により７７と同様と認め
る。
　９２については、乙第一号証の九二と証人Ｐ１０１の証言により７７と同様と認
める。
　９６については、証人Ｐ１０７の証言によると、あらかじめ勤務先の吹田操車場
の長（令五二条一項二号により証明権者となつている一号の者）の証明書を貰うこ
とは可能であつたと認められるから、証明書を提出できない正当な事由があつたも
のということはできない。したがつて、これを提出せしめないで疎明書によつて同
人に不在者投票を許した町選管の措置は違法であるといわなければならない。
　１００については、乙第一号証の一〇〇と証人Ｐ１１２の証言により７７と同様
であると認める。
　１０４についても、乙第一号証の一〇四と証人Ｐ１１７の証言により７７と同様
であると認める。
　１０９については、Ｐ１２３との関係が明らかでないけれども、乙第一号証の一
〇九により７７と同様であると認める。
　１１１については、乙第一号証の一一一と証人Ｐ１２５の証言により７７と同様
であると認める。
　１１２についても、乙第一号証の一一二により７７と同様であると認める。
四　法四九条三号に該当する事由については、本件関係についていえば、医師、助



産婦の証明書を提出することを要する（令五二条一項三号）ので、前掲三号事由に
該当する一五件について右証明書を提出することができない正当事由および疎明の
有無につき検討するに、
　１については、乙第一号証の一および証人Ｙの証言により、右証明書を貰う時間
的余裕がなく、これを提出できない正当の事由があつたこと、その事由は不在事由
とともに疎明があつたものと認められる。
　２３についても、乙第一号証の一九および証人Ｐ２３の証言により前同様と認め
る。
　４３についても、乙第一号証の四三および証人Ｐ４６の証言により１と同様であ
ると認める。
　８１についても、乙第一号証の八一および証人Ｐ８７の証言により１と同様であ
ると認める。
　９１についても、証人Ｐ１０１の証言と、Ｐ１００が当時八四才の高令であつた
事実により１と同様であると認める。町選管は疎明書（乙第一号証の九一）記載の
不在事由に基づき二号事由に該当するものとして不在者投票を許しているが、右疎
明書記載の不在事由は誤りであつて、実際の不在事由は口頭で申立てられた前認定
の事由（老衰のため歩行が著しく困難であること）である。しかし、いずれにして
も、Ｐ１００は不在者投票の適格を有したものであるから、同人に不在者投票を許
したことについて管理執行上の違法はない。
　１８、２６、３７、４６、４７、５３、６１、８４、８５、９３については、い
ずれも、医師（２６についてはそのほかに助産婦）の証明書（入院予定の病院の医
師の証明書に限定されない）を提出することができない正当な事由があつたものと
認めるに足る証拠がない。
五　被告訴訟代理人は、町選管職員は、不在証明書の発行権者が＜地名略＞長以外
の者である場合の不在者投票の請求については、必ず証明書の提出を求め、選挙人
が時間的余裕がない等の理由で証明書をもらうことができない旨申し述べた場合
は、詳細にその事由を聴取し、提出できない正当な事由または不在事由について相
当な疎明があると判断したものに対してのみ不在者投票を許していたのであつて、
もし令五二条を杓子定規に解釈して不在者投票を拒否したとすれば、選挙人に著し
い経済的、時間的負担を強いるか、棄権を余儀なくさせるものとして非難される、
と主張する。そして証人Ｔ（第一、二回）、同Ｕ（第一回）の各証言中には、同人
らは町選管の職員として不在者投票の申請を受けた場合、不在事由について説明を
求めるのはもちろん、証明権者が＜地名略＞長以外の者である場合の証明書につい
ては、その不在事由を証明する文書の提出を求め、証明書を提出しえない者につい
ては、その理由を詳細に聴取し、時間的余裕がないものその他正当な事由があると
判断したもののみ不在者投票を許すこととし、投票用紙を交付した旨の供述部分が
あるが、右証言は抽象的で、具体的に個々の場合については供述していないし、ま
た疎明書以外に何らの記録の提出もないから、同人らの証言を鵜呑にして本件不在
者投票が全部適法に行われ、何ら管理執行上の違法がなかつたものとなすことは到
底できない。
六　以上のとおりであるから、番号１ないし５、７ないし１０、１２、１６、２０
ないし２４、４１、４３、４８、４９、５２、６０、６９、７０、７７、７９、８
０、８１、９１、９２、９８、１００、１０１、１０３、１０４、１０７、１０
９、１１１、１１２の三九件については、証明書を提出することができない事由お
よび疎明があつたと認められるが、その余の七一件については、町選管は証明書を
提出できない正当な事由がないのに、これありとして右七一名の者に対して不在者
投票をさせた点において選挙の管理執行に違法があり無効とすべきである。
第四　結論
　以上認定したところによれば、本件選挙は、前記第二、第三において不在者投票
を許すべきではないと判断した選挙人合計七三名（番号６、１１、１３、１４、１
５、１７、１８、１９、２５ないし４０、４２、４４ないし４７、５０、５１、５
３ないし５９、６１ないし６８、７１ないし７６、７８、８２ないし９０、９３な
いし９７、９９、１０２、１０５、１０６、１０８、１１０）に対し、不在者投票
をなさしめた点において選挙の管理執行上の違法があるものというべく、弁論の全
趣旨によれば、本件選挙の開票区は全町一区であることが明らかであるから、もし
右違法がなかつたならば、当選者と決定せられた候補者のうち得票数二〇〇票以下
五名（Ｈ、Ｉ、Ｊ、Ｋ、Ｌ）および当選者と決定せられなかつた候補者のうち得票
数一二七票の次点者である原告Ｑの当落について差異を生ずる可能性があることが



明らかであるから、右の違法に本件選挙の結果について異動を及ぼすおそれがある
といわなければならない。そして、当選者と決定せられた候補者のうち二一四票以
上の上位一一名の候補者および当選者と決定せられなかつた候補者のうち得票数九
四票以下の二名については右の違法はその当落に影響のないことが明らかである
が、右違法は選挙の管理執行に関する違法として選挙の無効をきたすものであつ
て、当選無効ではないし、またいわゆる選挙の人的一部無効は現行法上認め得ない
から（最高裁判所第三小法廷昭和四四年七月一五日判決）、本件選挙は全部無効で
ある、と認めなければならない。
　被告訴訟代理人は、仮に何票かの無効票が存在するとしても、右無効票はいわゆ
る潜在無効投票であり、開票区は一区であるから法二〇九条の二の規定により右無
効投票を各候補者の得票数から按分して差引くべきものであり、そうすると右の違
法は何等各候補者の当落に影響がないことが明らかで、本件選挙の結果に移動を生
ずるおそれがないから、本件選挙は有効であると主張するが、法二〇九条の二は、
当選の効力に関する争訟の場合の規定であること明文上明らかであるから、本件の
ように選挙の効力に関する争訟においてはその適用がないものと解すべく、右主張
は理由がない。
　以上の理由により、被告が前記七三名の選挙人の不在者投票を有効と認め、本件
選挙に管理執行上の違法がないとして原告の審査申立を棄却する旨の決定をしたの
は不当であつて取消を免れず、本件選挙は無効であるから原告の本訴請求（主たる
請求）は理由がある。
　よつて、民事訴訟法八九条を適用して主文のとおり判決する。
（裁判官　岡垣久晃　島崎三郎　上田次郎）
（別表省略）


